
変更登録 1

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日

栄典関係事務 H17.11.7

総務部秘書広報課市政推進・秘書グルー
プ

H17.11.7 R01.11.21

名誉市民に関する事務 H17.11.7

総務部秘書広報課市政推進・秘書グルー
プ

H17.11.7 R01.11.21

うぶ声・おくやみ（新聞・広報誌・報道機関）
掲載事務

H17.11.7 H27.4.1

総務部秘書広報課広報グループ H17.11.7 R01.11.21

ご意見箱への投書（郵便・電話等によるご
意見等の投書を含む）

H17.11.7

総務部秘書広報課市政推進・秘書グルー
プ

H17.11.7 R01.11.21

行政相談委員 H17.11.7

総務部秘書広報課市政推進・秘書グルー
プ

H17.11.7 R01.11.21

払下申請 H17.11.7 H17.11.7

総務部財産管理課財産管理グループ H17.11.7 R01.11.19

土地建物貸付 H17.11.7 H17.11.7

総務部財産管理課財産管理グループ H17.11.7 R01.11.19

39

国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するた
めに、苦情の相談に関する業務の委嘱を受けた行政
相談員を住民に周知するため、広報誌での広報を行
う。
※行政相談委員法第2条、第3条

事務の名称 「行政相談委員の広報」中「の広報」
を削る。

事務の根拠（「霧島市普通財産土地
売払い方法等に関する事務取扱要
領」）を追加入力。

根拠となる条文番号を修正（「30条～
第40条」→「第29条～第40条」）

「新聞・広報誌・報道機関」掲載用として情報提供 事務の名称

個人情報の収集先 「本人以外から収集」を削る。

№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定

30

国が特定の私人の栄誉を表彰するため、これに与え
る待遇であり、その上申に伴う事務手続きである。

個人情報の収集先

31

本市の公共の福祉の増進又は産業文化の進展に寄
与し、広く社会の進歩発展に貢献し、その功績が顕
著であると認められる者に、名誉市民の称号を贈る
ための事務である。

その他

備考

「お悔やみ・おめでた」を「うぶ声・おく
やみ」に修正。

「本人以外からの収集の根拠」にお
ける「根拠法令」として、「内閣府設置
法第４条第３項第28号」を追加入力。

「記録形態」中「文書」を、「処理形
態」中「パソコン処理」「手処理」を、
「外部との電子結合」中「無」を、「事
務処理委託」中「無」を選択。

35

38

郵便・電話・FAX・電子ﾒｰﾙ以外に、さらに広く市民の
意見・提言を聴くため、本庁・隼人市民サービスセン
ター・各総合支所・福山市民サービスセンターの9か
所にご意見箱を設置し、意見等を市政へ反映する。

55

市有財産の払下申請受付及び売買契約「霧島市普
通財産土地売払い方法等に関する事務取扱要領」

事務の目的及び概要

57

普通財産及び行政財産の貸付　「霧島市公有財産規
則」第29条～第40条

事務の目的及び概要



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

行政財産使用許可事務 H17.11.7 H17.11.7

総務部財産管理課財産管理グループ H17.11.7 R01.11.19

印鑑登録事務 H29.4.1

市民環境部市民課窓口グループ H17.11.7 R01.11.23

住民異動届に伴う国民健康保険被保険者
資格異動処理事務

H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

住民異動届以外の事由に伴う国保被保険
者証の交付

H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

退職者異動処理事務 H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

国民健康保険証再交付事務 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

国民健康保険短期被保険者証交付事務 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

58

行政財産の目的外使用許可　「霧島市公有財産規
則」第20条～第28条

一般的取扱事項 「基本的事項」に「生年月日等」を、
「経歴・成績」に「地位」を、「経済・状

況」に「その他」
※
を追加入力。

※　滞納証明書

「国民健康保険法第6条・8条・9条・21
条」を追加記入。

163

霧島市印鑑条例及びその施行規則に基づき、印鑑
の登録事務及び証明書の交付を行う。

一般的取扱事項 「基本的事項」中「性別」を削る。

「国民健康保険法施行規則第５条・
第６条・第７条」を追加記入。

「事務の目的及び概要」中「国民健康
保険法施行規則第７条。」を追加記
入。
「一般的取扱事項」の「基本的事項」

中「個人番号」を削り※、「生活事項」
中「親族・続柄」を追加記入。

※　関係省令の改正に伴い、運転免
許証等の書類による本人確認も可能
となったことによる。

住民異動届に伴う国民健康保健被保険者証の交
付、被保険者資格の取得、喪失の異動処理国民健
康保険法第7条、第8条、第9条、第21条、第6条

一般的取扱事項及び
個人情報の収集先

「一般的取扱事項」の「基本的事項」
中「電話番号」を、「経歴・成績」中
「職業・職歴」を追加記入。
「個人情報の収集先」の「本人以外か
らの収集の根拠」に「国民健康保険
法第113条の２」を追加記入。

170

207

国民健康保険被保険証の再交付。国民健康保険法
施行規則第７条。

事務の目的及び概要
並びに一般的取扱事
項

206

国民健康被保険者の退職該当・非該当、退職扶養該
当・扶養非該当事務。国民健康保険法施行規則第５
条・第６条・第７条

事務の目的及び概要

205

住民異動届以外の事由に伴う国民健康保険被保険
者証の交付、被保険者資格の取得、喪失事務。国民
健康保険法第6条・8条・9条・21条

事務の目的及び概要

208

相互扶助の精神にかんがみ、短期被保険者証を交
付することにより、納税相談の機会を増やし、国民健
康保険税の滞納を是正し、税負担の公平を図る。霧
島市国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要
領告示第90号。

一般的取扱事項 「基本的事項」中「印影」を削る。

変更登録 2



変更登録 3

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

前期高齢者証交付事務 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

出産育児一時金・葬祭費の支給 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

第三者行為求償事務 H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

ﾚｾﾌﾟﾄ開示事務 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

児童扶養手当認定事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H17.11.7 R01.11.22

特別児童扶養手当法に基づく手当の受付
事務

H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ貸出し事業 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課こどもセンターグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

対象者数（184名）を追加入力。

対象者数（240世帯）を追加入力。

252

父または母と生計を同じくしていない児童を養育して
いる家庭等の生活の安定、自立促進並びに児童の
健全育成を図ることを目的とする。（根拠法令：児童
扶養手当法）

対象者数等

254

子育て支援と児童の安全確保及びﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの活
用意識の高揚を目的とし、霧島市ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ貸出実
施要綱に伴い、市民にﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄを貸し出す。

対象者数等

251

父または母と生計を同じくしていない児童を養育して
いる家庭等の生活の安定、自立促進並びに児童の
健全育成を図ることを目的とする。（根拠法令：児童
扶養手当法）

対象者数等及び一般
的取扱事項

対象者数（1,670世帯）を追加入力。
一般的取扱事項の「経済・状況」中
「公的扶助受給」を追加入力。

211

国民健康保険被保険者で、70歳到達時に医療機関
で受診する際の負担割合を証する受給者証の交付。
（H18.8より保険証と兼用。）国民健康保険法施行規
則第7条の4

一般的取扱事項 「基本的事項」中「印影」を削る。

217

国保被保険者の出産に対する出産育児一時金及び
被保険者が死亡した場合その者の葬祭を行った者に
対し葬祭費を支給。国民健康保険法第58条。

一般的取扱事項 「心身」中「健康状態」を削り、「その

他」※を追加入力。

※　葬祭費支給に際して確認する
「死亡要因」

222

国保被保険者が事故等により医療機関で受診した場
合、保険者が加害者に対し医療費を求償する。国民
健康保険法第64条。国民健康保険法施行規則第32
条の6。

個人情報の収集先 「本人以外から収集」中「他の官公

庁」※を追加入力。

※　「姶良保健所」（第三者行為が疑
われる案件について、県（姶良保健
所）から情報が提供されるようになっ
た。）

223

ﾚｾﾌﾟﾄ開示請求又は開示依頼における基本的事項を
定め、円滑かつ適正な遂行に資する。霧島市国民健
康保険及び老人保健診療報酬明細書等の開示に係
る取扱い要領告示第91号。

一般的取扱事項 「基本的事項」中「電話番号」を、「心

身」中「その他」※を追加入力。

※　レセプトに記載されているその他
の情報



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

家庭児童相談事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

DV防止に関する事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

母子父子寡婦福祉資金貸付受付業務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

高等職業訓練促進給付金等事業 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

自立支援教育訓練給付金事業 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

ひとり親家庭医療費受給申請書受付事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

子ども医療費助成事業 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

対象者数（18人）を追加入力。

255

家庭で子どもを養育するうえでの様々な悩み、心配
ごとについて家庭相談員が相談・指導を行う。

対象者数等 対象者数（約2,000名）を追加入力。

対象者数等

対象者数（17名）を追加入力。

対象者数（11人）を追加入力。

対象者数（４人）を追加入力。

257

対象者数（16,900名）を追加入力。

260

ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対し、保険診
療の自己負担額を助成することにより、生活の安定
と福祉の向上を図ることを目的とする。

対象者数等 対象者数（1,700世帯）を追加入力。

261

霧島市子ども医療費助成条例に基づき子どもの医療
費の一部を保護者に対し助成を行う。子どもにかか
る医療費を給付することにより、疾病の早期発見と早
期治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進
を図る。

対象者数等

258

介護福祉士等の経済的自立に効果的な資格を取得
するために、2年以上養成機関等で修学する場合で、
就業（育児）と修学の両立が困難な場合に、生活費
の負担軽減を図るため助成する。

配偶者からの暴力を防止し、その被害者への支援を
行う。

対象者数等

259

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開
発の取組を支援し、母子家庭又は父子家庭の自立
の促進を図るため給付する。

対象者数等

鹿児島県が実施する母子父子寡婦福祉資金の貸付
受付業務、県への進達事務を行う。

対象者数等

256

変更登録 4



変更登録 5

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

霧島市放課後児童健全育成事業（放課後
児童ｸﾗﾌﾞ）

H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

霧島市放課後児童クラブ運営補助金 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

子育て短期支援事業 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

助産施設・母子生活支援施設への入所措
置に関する事務

H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども家庭支援
室

H17.11.7 R01.11.01

地域子育て支援ｾﾝﾀｰに関する事務 H18.4.1 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課こどもセンターグ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

子どもための教育保育給付費支払に伴う
特定地域型保育事業者等との情報確認

H18.4.1 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

子どものための教育・保育給付費に係る処
遇改善等加算の申請書処理事務

H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

271

子ども・子育て支援法第27条等により特定教育・保育
施設及び特定地域型保育事業者に対し支弁する事
務において支払の適正化を図るため実施施設から入
所者名簿を徴収する。

対象者数等

対象者数等

対象者数等

対象者数等 対象者数（780人）を追加入力。

対象者数（5,600名）を追加入力。
一般的取扱事項の「基本的事項」中
「個人番号」を削る。

対象者数（4500人）を追加入力。

263

児童クラブの設置者に対して運営補助金を交付する
ほか、児童クラブに勤務する職員に実施する処遇改
善に対して補助金を交付する。

事務の目的及び概要、
対象者数等並びに一
般的取扱事項

事務の目的及び概要を修正。
【修正前】
「児童ｸﾗﾌﾞの設置者に対して、運営
補助金を交付する。霧島市放課後児
童ｸﾗﾌﾞ運営補助金交付要綱」
対象者数（180名）を追加入力。
一般的取扱事項の「基本的事項」中
「生年月日等」を削り、「経歴・成績」
中「資格」を、「経済・状況」中「所得・
収入」を追加入力。

対象者数（2,200名）を追加入力。
一般的取扱事項の「基本的事項」中
「印影」を削る。

対象者数（31人）を追加入力。

対象者数（12名）を追加入力。

270

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るた
め、子育て家庭等に対する育児不安等についての相
談指導・子育てｻｰｸﾙ等への支援などを実施すること
により、子育て家庭に対する育児支援を行う。

対象者数等及び一般
的取扱事項

262

昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の
健全育成の向上を図ることを目的とする。この事業
の実施主体は霧島市とするが、市長が承認した児童
ｸﾗﾌﾞに委託し又補助して実施できる。

対象者数等及び一般
的取扱事項

264

265

母子の生活を支援し、社会への自立を目指すため、
支援や助言を行う。児童福祉法第22条、第23条

一時的に児童の養育が困難となった場合及び緊急
一時的に母子を保護することが必要となった場合に
児童養護施設、母子生活支援施設または乳児院に
おいて一定期間、養育・保護を行うもの。

272

子ども・子育て支援法第27条第5項等に基づき特定
地域型保育事業者等が受ける支弁額について当該
保育所が標記加算を申請する際、常勤形態で勤務し
ている職員氏名等を記した申請書を受理し、認定機
関の県に進達する



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

保育料徴収事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

障害児保育事業に関する事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

保育の実施 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

産休代替職員費補助金申請業務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

保育所退所届 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

保育所関係歳入事務（災害共済負担金・一
時保育利用料・延長保育利用料）

H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

認可外保育施設補助金交付に関する事務 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

276

保育所入所事務、児童の家庭状況の把握（根拠法
令：児童福祉法第24条、霧島市条例施行規則第2条）

対象者数等 対象者数（19,000人）を追加入力。

対象者数等

278

保育所入所解除のため（根拠法令：児童福祉法第24
条、霧島市条例施行規則第77号第4条）

対象者数等 対象者数（4,500人）を追加入力。

280

認可外保育施設補助金の交付要件確認 対象者数等 対象者数（130人）を追加入力。

277

産休職員に代わり、臨時的に職員を任用することに
より、児童等の処遇を確保することを目的とする。

275

273

保育所運営のために保育料を徴収する。（霧島市児
童福祉法に基づく負担金徴収規則）未納がある保護
者には、督促、催促、滞納処分を行い、特別の事情
があれば、申請により減免及び階層区分変更を行
う。

対象者数等 対象者数（400人）を追加入力。

対象者数（0人）を追加入力。

279

対象者数（30人）を追加入力。

保育所における利用料の歳入に関すること（霧島市
一時保育促進事業実施要綱、霧島市延長保育促進
事業実施要綱）

対象者数等 対象者数（160人）を追加入力。

対象者数等

障害児の処遇の向上を図るため、障害児を受け入れ
ている保育所に対し保育士の加配を行う。

変更登録 6



変更登録 7

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

認可外保育施設保育従事者報告書 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

認可外保育施設運営状況報告 H17.11.7 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課保育・幼稚園グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

各種相談事業 H18.4.1 H30.12.1

保健福祉部長寿・障害福祉課長寿福祉グ
ループ

H17.11.7 R01.11.22

感染症・予防接種事業 H17.11.7 H31.4.1

保健福祉部健康増進課保健予防グループ H17.11.7 R01.11.21

乳幼児育児相談 H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H17.11.7 R01.11.01

保育園等巡回相談 H17.11.7 H23.4.1 H28.3.31

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H17.11.7 R01.11.01 R01.11.01

親子教室事業事務 H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H17.11.7 R01.11.01

282

霧島市認可外保育施設補助金交付対象施設の状況
把握

対象者数等 対象者数（４人）を追加入力。

281

霧島市認可外保育施設補助金の交付要件確認 対象者数（38人）を追加入力。

次の内容を追加入力。
「また、平成31年4月から、任意接種
であるロタウイルスワクチンの予防
接種費用の一部公費助成を開始し
た。」

358

乳幼児育児相談：身体計測、保健、栄養、歯科、母乳
相談を行う。心理相談：予約により臨床心理士が専
門的な相談に応じる。

一般的取扱事項 「心身」中「容姿」「写真・肖像」を削
る。

334

地域住民に対する生活や健康に関する相談に応じ、
助言指導を行う。保助看法2条・高齢者虐待防止法・
介護保険法

外部提供 「無」から「有」に変更※。

外部提供先：警察署長

360

発達に不安のある乳幼児の保護者の育児不安や悩
みを軽減し、幼児の経過観察や相談の場としてい
る。内容は自由遊び、課題遊び、個別相談。

外部提供 「無」を追加入力。

「終了届出日」の追加入力。

339

予防接種法に基づき、定期接種を実施することで、
感染症のまん延を防ぎ、発症を予防する。平成31年2
月に風しんの抗体を保有しない成人男性への予防接
種が定期接種に追加された。また、平成31年4月か
ら、任意接種であるロタウイルスワクチンの予防接種
費用の一部公費助成を開始した。

事務の目的及び概要

事務終了届出日

対象者数等

359

母子保健法第12条、17条　児童虐待防止法第5条
発達障害者支援法第5条



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

訪問指導 H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H17.11.7 R01.11.01

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ管理運営委員
会

H17.11.7

保健福祉部健康増進課市立病院管理グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

病院事業会計日次処理 H17.11.7

保健福祉部健康増進課市立病院管理グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

診療費未収管理業務 H17.11.7

保健福祉部健康増進課市立病院管理グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

行政財産使用料徴収事務 H17.11.7

保健福祉部健康増進課市立病院管理グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

収入・支払伝票（予算管理票業務） H17.11.7

保健福祉部健康増進課市立病院管理グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

不納欠損処理業務 H17.11.7

保健福祉部健康増進課市立病院管理グ
ループ

H17.11.7 R01.11.01

事務開始日を追加入力。

376

診療費の個人負担分未収金の管理業務を行う。

379

民法第170条1号により不納欠損として処分できる。 事務開始日 事務開始日を追加入力。

378

収入・支払伝票

374

病院事業の健全な運営を確保するため、収支予算・
決算に関する審議を行う。

事務開始日

事務開始日を追加入力。

事務開始日 事務開始日を追加入力。

368

訪問指導はその心身の状況、その置かれている環
境等に照らして療養上保健指導が必要であると認め
られる者について、保健師その他の者を訪問させて
行われる指導とする。

要配慮個人情報 取扱根拠に係る根拠法を修正（健康
増進法17条）。

375

請求書兼領収書控えから日々の収入伝票の計理処
理

事務開始日 事務開始日を追加入力。

使用料の徴収事務

事務開始日を追加入力。

377

事務開始日

事務開始日

変更登録 8
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事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

霧島市農業農村整備事業情報協議会 H30.12.1

農林水産部耕地課各グループ共通 H17.11.7 R01.11.01

仮換地指定等事務 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 H31.1.7

建物の移転補償業務 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 H31.1.7

保留地等の土地売買契約業務 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 H31.1.7

租税特別措置法施行規則に関する通知 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 H31.1.7

土地区画整理法第76条の許可業務 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31 R18.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 H31.1.7

住宅市街地総合整備事業による老朽建築
物等の買収・補償・除却業務

H11.4.1 H31.2.15 R07.03.31

建設部区画整理課業務第１グループ H17.11.7 R01.11.01 R01.11.01

524

住宅市街地総合整備事業地区内の老朽建築物等の
評価算定業務を業者へ委託してその建築物等を買
収・補償して除却する。

事務終了（予定）日 事務終了（予定）日の変更。
【修正前】
「R2.3.31」

521

租税特別措置法施行規則第14条により買取り等の
証明書等を加治木税務署に提出し、権利者について
は土地等の収用証明書により通知する。

事務変更日 事務変更日の修正。

517

土地区画整理法の規定により、仮換地指定通知・変
更通知・取消通知・使用収益開始通知等で通知する
業務

事務変更日 事務変更日の修正。

518

土地区画整理事業の建物等移転補償に関する事務 事務変更日 事務変更日の修正。

427

霧島市農業農村整備事業情報協議会 一般的取扱事項 「基本的事項」中「個人番号」を、「経
済・状況」中「口座番号等」を追加記
入。

522

区画整理区域内に建築物新築等を行う場合、土地区
画整理事業の障害となる建築行為防止のため土地
区画整理法第76条第1項の規定により許可を行う業
務。

事務変更日 事務変更日の修正。

520

保留地等の土地契約に関する事務 事務変更日 事務変更日の修正。



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

都市再生住宅関連事務 H15.4.1 H31.2.15 R08.03.31

建設部区画整理課業務第１グループ H17.11.7 R01.11.01 R01.11.01

きりしま美術大賞展 H16.6.1 H29.4.1

市民環境部スポーツ・文化振興課芸術文
化グループ

H17.11.7 R01.11.01

きりしまフォトコンテスト H17.11.7 H29.4.1

市民環境部スポーツ・文化振興課芸術文
化グループ

H17.11.7 R01.11.01

霧島市少年少女合唱団 H18.4.1 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課芸術文
化グループ

H17.11.7 R01.11.01

霧島市文化協会関係事務 H17.11.7 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課芸術文
化グループ

H17.11.7 R01.11.01

霧島市文化協会国分支部関係事務 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課芸術文
化グループ

H17.11.7 R01.11.01

788

「事務の名称」の修正（適正化）。
【修正前】
「きりしま美術展」
「対象者の範囲」の修正（適正化）。
【修正後】
「応募者（一般部門…全国の高校生
以上の方/ｼﾞｭﾆｱ部門…市内在住又
は所在する幼稚園・保育園・小学校・
中学校の園児・児童・生徒/高校生部
門･･･全国の高校生）」

790

市の芸術文化の向上・振興を目指し、写真展を開催
する。

その他 「処理形態」中「手処理」を追加入
力。

791

合唱団の運営に係る事務 その他 「処理形態」中「手処理」を追加入
力。

地域の美術に対する関心を高め、芸術文化（美術）
の向上・振興を目指し絵画を募り展覧会を開催する。

事務の名称及び対象
者の範囲

霧島市内の文化振興のため、任意団体である市文
化協会の運営等を補助する。

その他 「処理形態」中「手処理」を追加入
力。

792

793

霧島市内の文化振興のため、任意団体である文化
協会国分支部の運営の補助。

その他 「処理形態」中「手処理」を追加入
力。

525

都市再生住宅の入居受付、住宅使用料等徴収の事
務手続き

事務終了（予定）日 事務終了（予定）日の変更。
【修正前】
「R3.3.31」
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事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

霧島市民会館使用料減免申請書 H17.11.7 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課芸術文
化グループ

H17.11.7 R01.11.01

霧島市スポーツ協会に関する事務 H18.6.21 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課スポーツ
振興グループ

H17.11.7 R01.11.01

各種大会出場補助 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課スポーツ
振興グループ

H17.11.7 R01.11.01

学校体育施設開放事業 H31.1.24

市民環境部スポーツ・文化振興課スポーツ
振興グループ

H17.11.7 R01.11.01

個人利用申込書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活
動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教
育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民
の利用に供することを目的とする。

一般的取扱事項及び
その他

霧島市社会体育団体等のｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の
振興を図るもの　霧島市補助金等交付規則・霧島市
補助金等の種類及び補助率に関する要綱

その他

市民相互の連携協調を図りｽﾎﾟｰﾂの振興に寄与する
ための協会

809

802

810

「記録形態」中「磁気テープ・ディス
ク」を、「処理形態」中「手処理」を追
加入力。

一般的取扱事項の「基本的事項」中
「電話番号」を追加入力。
「その他」の「記録形態」中「磁気テー
プ・ディスク」を、「処理形態」中「手処
理」を追加入力。

事務の名称 「霧島市体育協会」を「霧島市スポー
ツ協会」に修正。

798

霧島市民会館及び共同利用施設の利用の減免許可
申請をするため。

対象者の範囲 【修正後】
「条例施行規則第10条（市民会館）に
規定する要件を満たしたもの」

811

図書資料の館外貸出を希望する個人が、円滑に貸
出を受けられるように利用申込書を提出。カードの交
付を行う。

事務の目的及び概要
並びにその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「図書資料の館外貸出を希望する個
人が、円滑に貸出を受けられるよう
に利用申込書に所定の事項を記入し
てもらい、カードの発行を行ってス
ムーズな貸出業務を行うと共に図書
資料の適切な管理を行う。」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に変更。
「個人情報の収集先」中「本人以外か
ら収集」「私人」を追加記入。



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

利用権確認（更新） H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

団体利用申込書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

利用者ｶｰﾄﾞ再交付申請書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

812

年１回の更新時に本人の居住地等の確認及び館外
貸出しを利用できる者である確認を行う。（運転免許
証・保険証等）

事務の名称、事務の目
的及び概要、一般的取
扱事項並びにその他

「事務の名称」中「申請・」を削る。
「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「利用者ｶｰﾄﾞ作成時及び年１回の更
新時に本人の居住地等の確認のた
め提示してもらう。（運転免許証・保
険証等）館外貸出しを利用できる者
である確認と図書資料の適切な管理
を行うことを目的とする。」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」

中「性別」「電話番号」「その他」
※
を追

加入力。
「その他」の「記録形態」中「文書」を、
「処理形態」中「パソコン処理」を追加
入力。

※　学生及び20歳未満のみ、その保
護者名及び住所

813

図書資料の館外貸出を希望する団体が円滑に貸出
を受けられるよう、利用申込書を提出。カードの交付
を行う。

事務の目的及び概要、
対象者の範囲、一般的
取扱事項並びにその
他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「図書資料の館外貸出を希望する団
体が円滑に貸出を受けられるよう、
利用申込書に所定の事項を記入して
もらう。カードの発行を行いスムーズ
な貸出業務を行うと共に図書資料の
適切な管理を行う。」
「対象者の範囲」の修正（適正化）。
【修正後】
「市内居住者、市内の勤務地・学校
へ在勤在学の者」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」
中「その他」※を追加入力。
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

※　団体に係る区分

814

利用者ｶｰﾄﾞを紛失した場合、再度ｶｰﾄﾞの発行のため
申請書を提出。

その他 「処理形態」中「サーバー処理」を「パ
ソコン処理」に修正。

変更登録 12



変更登録 13

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

利用者登録変更申出書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

利用者ｶｰﾄﾞ不携帯貸出申込書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

予約・ﾘｸｴｽﾄ申込書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

在勤・在住証明書

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

資料複写申込書

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

815

館外貸出を希望する個人、団体が申し出た所定の事
項に変更があった際に申出書を提出。館外利用者で
あることの更新を行う。

その他 「処理形態」中「サーバー処理」を「パ
ソコン処理」に修正し、「手処理」を追
加入力。

816

書利用者ｶｰﾄﾞ不携帯時、登録者の本人確認を行う。 事務の目的及び概要、
一般的取扱事項並び
にその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「利用者ｶｰﾄﾞ不携帯のため登録者か
どうか確認する。図書資料の利用機
会の確保と円滑な貸出と、図書資料
の適切な管理を行うために提出して
もらう。」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

817

利用者の希望する図書資料の予約を行い、また、購
入を検討する。

事務の目的及び概要
並びにその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「利用者が読みたい資料を予約した
り、購入するための確認事項」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

818

利用者登録時に運転免許証等の本人確認書類がな
い場合に提出。館外貸出を希望する者で施行規則第
９条に該当する者であることの確認をとるための提出
書類となる。

事務の目的及び概要、
一般的取扱事項並び
にその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「地方公務員法に基づく委員の任免
等。地方公務員法第7条（公平委員
会の設置）。第9条の2（公平委員の
選任、定数及び任期）」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」

中「その他」※を追加入力。
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

※　「在勤」「在住」に係る証明情報

819

著作権法31条の規定の確認とその範囲で複写を行
い、料金を徴収する。

事務の目的及び概要 【修正前】
「著作権法31条の規定の確認とその
範囲で複写を行い、料金を徴収し、
領収書を発行する。」



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

寄贈申出書

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

図書の破損・紛失申出書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

図書（備品）借用申込書

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

図書館資料特別貸出願

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

821

貸出した図書資料を紛失・破損した際の届出（施行
規則第12条）

事務の目的及び概要、
一般的取扱事項並び
にその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「貸出した資料を紛失・破損した場
合、届けを出し、弁償してもらう。施
行規則第12条」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」

中「その他」※を追加入力。
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

※　破損・紛失した本の書名

822

登録団体が大型紙芝居・ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ等備品の貸出し
を受ける際、提出。

事務の目的及び概要
並びにその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「登録団体が大型紙芝居・ﾊﾟﾈﾙｼｱ
ﾀｰ等備品の貸出しを受ける場合、提
出してもらい、その所在を明らかに
し、貸出を円滑に行うことを目的とす
る。」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

823

貸出し禁止図書資料を、特別な事情により貸出しを
希望する際に提出。

事務の目的及び概要 【修正前】
「貸出し禁止資料について、特別な
事情により貸出しを希望する場合に
提出してもらい、資料の所在を明ら
かにして資料の管理を円滑に行う事
を目的とする。」

820

利用者が図書館に資料を寄贈する際に提出。 事務の目的及び概要
並びに一般的取扱事
項

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「利用者が図書館に資料を寄贈する
場合に提出してもらう。寄贈後は本
の見開き部分に寄贈印を押し、寄贈
者名（希望者のみ）・寄贈月日を書き
入れる。」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」

中「その他」
※
を追加入力。

※　寄贈する本の書名

変更登録 14



変更登録 15

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

国分図書館施設利用申請 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

郷土資料特別閲覧申請書

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

貸出館（室）以外への返却届

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

825

郷土関係資料の中でも貴重な資料を閲覧希望の際、
提出。

事務の目的及び概要 【修正前】
「図書館内の施設を利用する団体・
個人に申請してもらい、館内の利用
ルールの遵守を図り、図書館の適正
な管理を行うことを目的とする。」

826

管内の図書館（室）で借りた図書資料を、貸出館（室）
以外に返却する際に提出。

事務の目的及び概要、
対象者の範囲並びに
一般的取扱事項

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「霧島市立図書館内において図書館
（室）で資料を借りて、他の図書館
（室）に返却する場合に返却処理を
確実に行うため利用者に提出しても
らう。図書資料の適切な管理を行うこ
とを目的とする。」
「対象者の範囲」の修正（適正化）。
【修正後】
「管内の図書館（室）で借りた図書資
料を、貸出館（室）以外に返却する際
に提出。」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」

中「その他」
※
を追加入力。

※　返却する本の書名

824

図書館内の施設を利用する際、団体・個人が申請。 事務の名称並びに事
務の目的及び概要

「事務の名称」中「市立」を「国分」に
修正。
「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「図書館内の施設を利用する団体・
個人に申請してもらい、館内の利用
ルールの遵守を図り、図書館の適正
な管理を行うことを目的とする。」



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

相互貸借予約申出書 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

ﾚﾌｧﾚﾝｽ質問受付

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

雑誌ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ貸出簿 H17.11.7

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

講座等参加者名簿

教育委員会国分図書館管理図書グループ H17.11.7 R01.11.24

市民対象講座の受講者決定 H23.4.1

教育委員会ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ H17.11.7 R01.11.22

830

利用者の質問・相談等を解決する。 事務の名称、事務の目
的及び概要並びに一
般的取扱事項

「事務の名称」中「表」を削る。
「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「図書館資料等を使っての調べ事の
相談や調査依頼があった場合、提出
してもらう。」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」
中「住所」を削る。

831

資料ﾊﾞｰｺｰﾄﾞのついていない雑誌を借りる際、提出。 事務の目的及び概要
並びにその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「資料ﾊﾞｰｺｰﾄﾞのついていない雑誌を
借りる場合、提出してもらい、図書資
料の適切な管理を行うことを目的と
する。」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

827

当館に図書資料がなく、他の図書館から図書資料を
借りる際、申請。

事務の目的及び概要、
一般的取扱事項並び
にその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「当館に資料がなく、他の図書館から
資料を借りる場合、申請してもらう。
他館と連携をとり、効率的な資料運
用、利用者サービスの向上を図るこ
とを目的とする。」
「一般的取扱事項」の「基本的事項」
中「住所」を削る。
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

837

市民対象講座の受講希望者を募集し、受講者を決定
する。往復はがきやＦＡＸ，窓口で応募し、結果を通
知する。

事務の目的及び概要 「やＦＡＸ、窓口」を追加記入。

832

図書館で開催する行事の参加者名簿。 事務の目的及び概要 【修正前】
「図書館で行う行事の参加者名簿を
作成し、円滑な講座運営を目的とす
る。」

変更登録 16



変更登録 17

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

県視聴覚研修講座の認定書発行関係 H30.3.31 H30.3.31

教育委員会ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ H17.11.7 R01.11.24 R01.11.24

底地証明 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31 R13.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 H31.1.7

公共用地取得による買収業務 H6.3.29 H30.2.15 R08.03.31

業務第１グループ、業務第２グループ、業
務第３グループ

H17.11.7 R01.11.01 R01.11.01

かごしま子育て支援パスポート事業 H19.4.1 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課こどもセンターグ
ループ

H31.1.7 R01.11.01

隼人図書館ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用申し込み書 H20.1.1

教育委員会隼人図書館 H17.11.7 R01.11.24

隼人図書館学習室利用申込書 H20.1.1

教育委員会隼人図書館 H17.11.7 R01.11.24

隼人図書館公民館・共同利用施設図書予
約申込書

H20.1.1

教育委員会隼人図書館 H17.11.7 R01.11.24

3373

子育て家庭を支援する目的で、かごしま子育て支援
パスポート事業実施要綱に伴い、趣旨に賛同する企
業、店舗がサービスを提供するものである。

対象者数等 対象者数（77名）を追加入力。

3473

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用者の記録 事務の名称 「霧島市立」を削る。

3474

学習室利用希望者の記録 事務の名称 「霧島市立」を削る。

3477

地区公民館・共同利用施設へ置いている本を借りる
ときに申請をし確認する。

事務の名称 「霧島市立」を削る。

839

視聴覚教育指導者（初級）及び映写機操作講習認定
のための必要事項。事業は終了したが、名簿は永年
保管。

事務の目的及び概要
並びに事務終了（予
定）日

「事務の目的及び概要」中「事業は終
了したが、名簿は永年保管。」を追加
記入。
「事務終了日」を追加記入。

1830

区画整理事業の公共用地として取得する。 事務終了（予定）日 事務終了（予定）日の変更。
【修正前】
「R4.3.31」

1823

表示登記申請の必要書類 事務変更日 事務変更日の修正。



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

未返却者一覧 H20.1.1

教育委員会隼人図書館 H17.11.7 R01.11.24

体育施設利用団体名簿（相撲道場分） H18.4.1 H31.1.25

市民環境部スポーツ・文化振興課スポーツ
振興グループ

H17.11.7 R01.11.01

体育施設使用許可申請書等（相撲道場分） H18.4.1 H31.1.25

市民環境部スポーツ・文化振興課スポーツ
振興グループ

H17.11.7 R01.11.01

市県民税・国保税・介護保険料の申告受付
及び賦課事務

H17.11.7 H27.10.5

福山総合支所地域振興課税務グループ H17.11.7 R01.11.21

図書資料インターネット予約利用申請書
（パスワード申請）

H22.3.1 H22.3.1

教育委員会国分図書館管理図書グループ H22.2.26 R01.11.24

霧島市行政評価外部評価委員会 H22.8.1 H29.3.31

企画部企画政策課行革推進グループ H23.2.17 H31.1.7 R01.11.21

国民健康保険一部負担金の減免等 H17.11.7 H29.4.1

保健福祉部保険年金課国民健康保険グ
ループ

H24.2.14 R01.11.01

利用団体代表者等への連絡 一般的取扱事項 「基本的事項」中「印影」を削る。

3528

4719

霧島市が実施する行政評価において、評価の客観
性を確保し、透明性を高めるために設置する。（霧島
市行政評価外部評価委員会設置規則）

事務終了（予定）日 平成29年度をもって霧島市行政評価
外部評価委員会を廃止したことに伴
い、事務終了日を追加入力。

3529

使用許可申請書、同許可書、変更申請書、同許可書
条例、規則の様式

一般的取扱事項 「基本的事項」中「印影」を削る。

4765

災害等により生活が著しく困難となった場合におい
て、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又は
減免する。国民健康保険法第43条。霧島市国民健康
保険一部負担金の減免等の取扱要綱

事務の目的及び概要 「国民健康保険法第43条。」を追加
記入。

3487

貸出中の図書資料返却を促すための資料 対象者の範囲及びそ
の他

「対象者の範囲」の修正（適正化）。
【修正後】
「貸出期間が過ぎているが、返却の
ない利用者」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を削る。

3615

納税義務者の所得及び控除を把握するため、市県
民税・国保税・介護保険料の申告を受け付け、給与・
年金支払報告書、確定申告書、住民税申告書及び
課税資料等により個人毎の所得を把握し課税・非課
税を決定する。

対象者の範囲 【修正後】
賦課期日(１月１日)現在の市内住居
者、国民健康保険及び介護保険の
資格を有するもので主として福山地
区在住者

4608

利用者がインターネットで図書資料の貸出予約がで
きるようにパスワードを発行する。

事務の目的及び概要
並びにその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「利用者がインターネットで図書資料
の貸出予約ができるようにパスワー
ドを発行する。」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。

変更登録 18



変更登録 19

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

養育医療の給付に関する受付事務 H25.4.1 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H25.3.21 R01.11.01

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付
事業

H20.3.1 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H25.3.21 R01.11.01

発達外来事務事業 H24.4.1 H24.4.1

保健福祉部健康増進課発達支援グループ H25.3.1 R01.11.01

発達相談事業事務 H24.4.1 H26.4.1

保健福祉部健康増進課発達支援グループ H25.3.1 R01.11.01

発達支援教室事業事務 H24.4.1 H26.4.1

保健福祉部健康増進課発達支援グループ H25.3.1 R01.11.01

市長とふれあいミーティング H26.4.1 H30.2.28

総務部秘書広報課市政推進・秘書グルー
プ

H27.2.1 R01.11.21

高齢者グループポイント事業 H26.10.1 H28.4.1

保健福祉部長寿・障害福祉課長寿福祉グ
ループ

H27.2.1 R01.11.21

発達に不安を持つ乳幼児・児童・生徒に対して専門
医師による診察実施。発達の不安に対する指導助言
を実施しながら支援する。

一般的取扱事項及び
要配慮個人情報

「一般的取扱事項」の「心身」中「傷病
歴」、「要配慮個人情報」中「病歴」を
追加入力。

事務の名称 【修正前】
「地域デビューでポイントアップ！元
気度アップ！推進事業」

「事務の名称」中「市長とふれ愛」を
「市長とふれあい」に修正。
「その他」の「記録形態」中「フィルム」
を削る。

4842

発達に不安を持つ子供、その保護者に対して専門職
による小集団での遊びを通じてコミュニケーションの
取り方や手段等を習得する機会をつくる教室を実施
する。

対象者数等及び一般
的取扱事項

対象者数の変更（222人）。
「一般的取扱事項」の「基本的事項」
中「本籍・国籍」を削り、「心身」中「傷
病歴」を追加入力。
「要配慮個人情報」中「病歴」を追加
入力。

小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常
生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を
図ることを目的とする。霧島市小児慢性特定疾病児
童日常生活用具給付事業実施要綱

対象者数等及び一般
的取扱事項

4795

母子保健法第20条の規定に基づき、入院医療を必
要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を
行うもの。

対象者数等及び個人
情報の収集先

対象者数（74世帯）を追加入力。
「個人情報の収集先」に「本人以外か
ら収集」（「実施機関内」「他の官公

庁」
※
）を追加し、「本人以外からの収

集の根拠」に「本人の同意がある」を
追加入力。

※　市町村

対象者数（2世帯）を追加入力。
一般的取扱事項の「心身」中「傷病
歴」を追加入力。

4897

各地区の皆さんのご意見やご要望などをきめ細かく
把握するとともに、市民の皆さんにまちづくりに参加
いただくことを目的として実施する。

事務の名称及びその
他

4796

霧島市在住の５名以上（うち半数以上は６５歳以上の
方）を一組とするグループが、ボランティア活動を通し
て互助活動に取り組み、高齢者を地域全体で支える
地域包括ケアを推進することを目的とした事業4906

4841

発達に不安のある子供、保護者に対して専門職によ
る心理相談、言語相談、運動相談を実施し、発達支
援のための指導助言を行う。

一般的取扱事項及び
要配慮個人情報

「一般的取扱事項」の「心身」中「傷病
歴」、「要配慮個人情報」中「病歴」を
追加入力。

4840



事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

消防後援会事務（外部団体） H17.11.7 H30.10.1

総務部安心安全課防災グループ H28.2.25 R01.11.01

結核予防事務 H17.11.7 H31.4.1

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H17.11.7 R01.11.01

健康教育 H22.2.26 H31.4.1

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H22.2.26 R01.11.01

霧島市放課後児童クラブ利用料減免事務 H29.4.1 R01.11.01

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグ
ループ

H29.2.1 R01.11.01

産後支援事業 H29.10.6 H31.4.1

保健福祉部健康増進課保健予防グループ H30.1.31 R01.11.01

5030

国分地区消防後援会事務局として、国分地区消防団
の支援を行う。

事務終了（予定）日 平成30年10月１日に事務局を移管し
たことに伴い、事務終了日を追加入
力。

5117

霧島市内の放課後児童クラブの利用者のうち、一定
額を下回る所得の家庭に対し、利用料を減免する。

対象者数等及び一般
的取扱事項

5044

感染症法に基づき、65歳以上の市民を対象に委託
検診機関において結核・肺がん検診を実施、そのた
めの実施案内通知・結果通知および履歴を保管。

事務の目的及び概要
並びに要配慮個人情
報

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「結核予防法に基づき、①1歳未満の
乳児を対象に委託医療機関にて
BCG予防接種を実施②65歳以上の
市民を対象に委託検診機関におい
て結核・肺がん検診を実施、そのた
めの実施案内通知・結果通知および
履歴を保管。」
「要配慮個人情報」の取扱根拠に係
る根拠法を修正（「予防接種法第5条
の1」を削る）。

「対象者の範囲」の変更
（「概ね18歳以上の市民」→「市民」）
対象者数の変更（約100,000人）。

対象者数（250世帯）を追加入力。
一般的取扱事項の「基本的事項」中
「印影」を追加入力。

5109

生活習慣病の予防、介護予防、その他健康に関する
事項についての健康に関する教育を行い、市民の健
康づくりの支援を行う。

対象者の範囲及び対
象者数等

5212

産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るため、
産婦健康診査費用の一部助成によりハイリスク産婦
を早期に発見し支援につなげる。また、産後間もない
時期に、心身のケアや育児サポート等を行う産後ケ
アの利用費用の一部助成を行い、妊娠期から子育て
期にわたる切れ目のない支援体制を整備する。

事務の目的及び概要 平成31年４月から産婦健康診査に係
る費用の一部助成が開始されたこと
を受け、内容を修正。
【修正前】
出産後の一定期間に保健指導を必
要とする母子を助産所等に入所さ
せ、心身のケア及び育児の支援を行
うことを目的とする。また、平成31年
度から出産後間もない時期の産婦に
対する健康診査費用の一部を公費
助成し、適切な支援につなげることで
産後うつや新生児への虐待を予防す
る。

変更登録 20



変更登録 21

事務の名称 事務開始日 事務変更日 事務終了（予定）日 廃止（抹消）予定日

台帳管理部・課・グループ 開始届出日 変更届出日 終了届出日 廃止（抹消）日
№ 事務の目的及び概要 変更内容の分類 判定備考

短期滞在図書貸出申請書

教育委員会国分図書館管理図書グループ H31.1.26 R01.11.24

健康相談事業事務 H18.6.16 H31.4.1

保健福祉部健康増進課地域保健グループ H18.6.16 R01.11.01

みんなの人権講座 H29.4.1 R01.11.01

教育委員会社会教育課社会教育グループ H29.4.1 R01.11.22

5243

市民に対し健康に関する正しい知識を習得してもら
う。各保健センター等において、気軽にかつ幅広く相
談できる窓口を平日に開設し、相談者やその家族等
に対して心身の健康に関する指導・助言を行う。（健
康増進法第１７条第１項）

対象者数等 対象者数の変更（約100,000人）。

事務の名称

5249

「みんなの人権講座」に関する事務 【修正前】
「人権教育啓発推進者養成講座」

5241

図書資料の館外貸出を希望する個人(帰省・介護・仕
事等により市内に短期滞在される方)が、円滑に貸出
を受けられるように申込書を提出。カードの交付を行
う。

事務の目的及び概要
並びにその他

「事務の目的及び概要」の修正（適正
化）。
【修正前】
「図書資料の館外貸出を希望する個
人(帰省・介護・仕事等により市内に
短期滞在される方)が、円滑に貸出を
受けられるように申込書を提出。カー
ドの交付を行う。」
「その他」の「処理形態」中「サーバー
処理」を「パソコン処理」に修正。


